
ロジックモデルシート（平成29年度実績評価）

建設工事に係る廃棄物
の減量及び適正処理が
促進される

近隣住民間でのト
ラブルを抑えること
ができる

⑥建築確認検査・検査報告事務事業

中間検査申請書
若しくは完了検査
申請書を受理、検
査を行う

【事業概要】 ・建築基準法に基づく建築物等の中間検査及
び完了検査を行う事務事業。
・指定確認検査機関で行われた中間検査及び
完了検査の報告について確認を行う事務事
業。

【進捗状況】 平成29年度は，「完了検査」を268件並びに「中
間検査」を21件行った他，「指定確認検査機
関」からの報告に係る入力を1,297件行った。
検査業務において不適合部分が有った場合
は是正指導を行った。

【事業費】 13,435千円

違反建築物が減
少する

【事業担当課】 建築指導課

【実施内容】 ・中間検査申請書若しくは完了検査申請書を
受理し、検査を実施。検査の結果、建築基準
関係規定に適合していると認めたときは、中間
検査合格証若しくは検査済証を交付する。
・指定確認検査機関で行われた中間検査及び
完了検査の結果報告について確認を行う。

快適な建築環境が
形成される

市民等から通報・相
談を受け，内容等を
確認し，関係法令を
把握の上，建築主，
設計者及び施工者
に対し指導を行う

【事業費】 10,048千円

【事業担当課】 建築指導課

円満な相隣関係が
醸成される

建設工事に係る資材の
再資源化が促進される

H31 H36

B

H29

（単位　　）
【事業概要】 ・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」による届出の受理を行う事務事業。
・「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関
する条例」による届出の受理を行う事務事業。

事業者が，必要な是
正を講じる

環境・リサイクルに配慮
した建設工事がなされ
る

（単位　　）建築主，設計者及び
施工者が，通報・相談
のあった事項の改善
を実施する

建築主，設計者，施工
者及び市民等の法に関
する趣旨の理解が深ま
る

C

④建築苦情相談事務事業

【事業概要】 建築物の建築等に伴う相隣関係等の苦情に応
じる相談事務事業。

（1）苦情相談
（2）違反建築物相談
（3）違反建築物相談（12条5項報告）

【実施内容】

【進捗状況】

H29 H31 H36

建築基準法に適合
する設計図書が整
備される

建築基準法に適合す
る建築物等が建築さ
れる

【事業費】

（単位　％　）

H29 H31 H36

【実施内容】
建築確認申請に係る
完了検査率

【成果指標・実績値・目標値】

A【事業担当課】

指定確認検査機関
で行われた建築物
等の確認審査につ
いて，報告書の確認
を行う

97.9 95.0 95.0

【進捗状況】 平成29年度は，345件の建築確認申請等があ
り，申請に対し建築基準法に適合するか審査
を行い確認済証を交付した。
指定確認検査機関から送付された1,391件の
確認審査報告書について確認した結果，不適
合な報告は無かった。

①建築許可・認定・指定事業

申請された案件に
対して，許可基準
に則り，許可・認定
及び指定を行う

【事業概要】 昭和48年4月に盛岡市が建築基準法に定める
特定行政庁となったことから，同法の規定に基
づき，許可・認定及び指定に関する事務を行っ
ているもの。

【事業概要】 昭和48年4月に盛岡市が建築基準法に定める
特定行政庁として建築確認・検査業務を開始
してから，建築に関する相談に応じている。

建築基準法並びに
建築基準法関係
規定等に基づき，
窓口及び電話等に
よる建築相談を実
施する

【対象】
【実施内容】 建築等に関する各種の相談に対して，回答及

び指導を行っている。 市内にある宅地及び
工事中の建物を含む
全ての建築物

【進捗状況】 平成29年度は，1,984件の相談業務があった。
相談に対し回答及び指導を行った。

【意図】
関係法令に適合させ
る。

安全で良好な市街地
環境が形成される

市民及び建築業務
関係者が建築相談
をする

市民及び建築業務関
係者が，建築関係規
定に関する法律を正
しく理解する

【事業費】 7,936千円

【事業担当課】 建築指導課

建築物の居住者，利
用者並びに近隣住民
等の安全性・快適性
が確保される

申請対象案件が安全
上・防火上・衛生上支
障が無い状態で建築
される

建築指導課
小施策コード 26-1 小施策名 良好な住宅地の誘導

事業名
小施策

事業概要等

【別紙】 施策コード 26 施策名 都市基盤施設の維持・強化 小施策
主管課名

②建築相談事務事業

38,093千円

建築基準法第６条の規定により確認済証の交
付を行う。
同法第６条の２に基づき提出された確認審査
報告書の確認を行う。

指定確認検査機
関で行われた中間
検査及び完了検
査の結果報告につ
いて確認を行う

【進捗状況】 平成29年度は，「建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律」並びに「盛岡市廃棄物の減量及び適
正処理等に関する条例」に係る届出が共に971件あり，
審査・指導・パトロールを実施した。

【事業費】

申請された建築物
等に対し，建築基準
法に適合するか審
査し，適合する申請
に対し法定期限内
に確認済証を交付
する

発注者又は代理者
から，条例に基づく
届出を受理し，審
査，指導，現場パト
ロールを実施する

③建築確認審査・審査報告事務事業

建築指導課

【事業概要】 建築基準法に基づき建築物等の確認審査及
び確認審査報告書の受理を行う事業（法定事
務）

⑤建設リサイクル法関連事業
発注者又は代理者
から，法に基づく届
出を受理し，審査，
指導，現場パトロー
ルを実施する

平成29年度は，苦情(48件)及び違反建築物
(71件)の相談で合計119件であった。相談内容
によって建築基準関係法令を確認し，建築主
や設計者等に指導を行った。

【事業費】 3,056千円

【事業担当課】 建築指導課

【実施内容】 建築基準法等の規定に基づき申請された案件
に対し，許可基準等に合致するものについて，
許可・認定及び指定等を行う。

建築基準法の規
定による建築審査
会の同意が必要な
案件については，
建築審査会を開催
する

【進捗状況】 平成29年度は,36件の許可・認定及び指定等
を行った。

既存建物の維持管理
が適正におこなわれ
る

法令に適合した建築
確認申請が為される

建築基準関係規
定に適合した建築
物でないことが確
認される不適合な
建築物については
是正指導がなされ
る

11,652千円

【事業担当課】 建築指導課

【実施内容】 特定建設資材(コンクリート・アスファルト・木材）
を使用し、かつ一定規模以上の建築物の解
体・新築・増築・修繕/模様替等工事、建築物
以外の工作物の工事（土木工事等）の届出に
ついて審査、指導、現場パトロールを行う。

災害発生時の人
的被害を最小限に
抑えることができる

活動 結果 目指す成果 ・・・・・ ・・・・・ 
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事業名
小施策

事業概要等
活動 結果 目指す成果 ・・・・・ ・・・・・ 

都市基盤の維持・
強化が促進される

対象建築物・建築
設備の報告を受
け，報告書の内容
を審査し，必要に
応じて改善指導を
行う

対象建築物・建築
設備の維持保全
状況が把握される
とともに，対象物の
所有者が適正化に
向けた指導を受け
る

対象建築物・建築
設備が適正に維持
保全される

都市資本として
の住環境が良好
になる

耐震性能が不足
する大規模建築物
の所有者が，耐震
補強設計を実施す
る

耐震補強設計に基
づき，耐震性能が
不足する大規模建
築物の所有者が，
耐震改修工事を実
施する

耐震性能が不足
する大規模建築物
の耐震化が促進さ
れる

（単位　　）

H29

【事業費】 400千円

【実施内容】 大規模建築物の耐震補強設計・耐震改修工事
に対する補助要領を作成すると共に，当該助
成金の予算確保に努める。

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき，
耐震診断が義務化された大規模建築物で，耐震性能
が不足する建築物の所有者に対して，耐震化の促進
を目的に耐震補強設計・耐震改修工事の費用を助成
する。

⑪定期報告対象建築物改善指導事務

【事業概要】 「建築基準法」に基づき一定の規模要件を備え
る特殊建築物や建築設備の維持保全状況に
ついて定期的な報告を求める。

【進捗状況】 報告件数，特殊建築物786件，昇降機1,622
件，建築設備796件，防火設備149件。法定事
務を履行することにより，対象建築物・建築設
備の維持管理が図られている。

【事業担当課】 建築指導課

8,042千円

【事業担当課】 建築指導課

【実施内容】 特殊建築物：用途別に3年に一度，建築物の
構造・防火性能・避難規定等の状況を調査・報
告されるものの審査・指導を行う。
建築設備：毎年，作動状況について検査・報
告されるものの審査・指導を行う。

⑫耐震対策緊急促進事業

【事業概要】

【成果指標・実績値・目標値】

A

建築確認申請に係る
完了検査率

居住者や近隣住
民の安全性が向
上する

【事業費】

【進捗状況】 計画件数15戸に対し支援件数10戸。木造住宅
の耐震診断を行うことにより耐震改修へ結びつ
いている。

H31 H36

（単位　　）

H29 H31 H36

B

⑩木造住宅耐震改修補助事業

【事業概要】 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に
基づき，昭和56年以前に建築された木造住宅
のうち耐震診断を実施したものについて，耐震
改修希望者に費用の一部を助成することにより
耐震改修を促進するものである。

「盛岡市木造住宅
耐震改修費補助
金交付要綱」に基
づき，耐震改修希
望者に対し木造住
宅の耐震改修費
用の補助を行う

C

【事業概要】

標識設置の指導
及び届出書類の
審査を行う
また，近隣住民等
への建築計画内
容の周知指導及
び報告書による結
果について審査を
行う

中高層建築物等
の建築主等が，建
築計画等について
近隣住民への適
切な周知・説明を
行う

建築主等と近隣住
民が互いに納得し
た形での中高層建
築物等の建設計
画が策定される

中高層建築物等
の建設に際し，建
築主等と近隣住民
の紛争が未然に防
がれる

良好な住環境が形
成される 【対象】

⑨木造住宅耐震診断支援事業

【事業担当課】 建築指導課

「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環
境の保全に関する条例」に基づき，中高層建
築物等の建築主等が，建築計画地へ標識設
置し，また，近隣の住民へ計画を説明すること
を定めている。以って建築主等と近隣住民との
良好な関係を保ちトラブルを未然に防止する。

【事業費】 4,480千円

関係法令に適合させ
る。【事業概要】 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に

基づき，昭和56年以前に建築された木造住宅
について，耐震診断希望者に費用の一部を助
成することにより耐震診断を実施するものであ
る。

建築士会及び建
築事務所協会に木
造住宅耐震診断
支援業務を委託す
る

建築士会及び建
築事務所協会が，
耐震診断希望者
へ耐震診断士を派
遣し，耐震診断を
実施しする

【事業費】 338千円

【事業担当課】 建築指導課

【実施内容】 建築士会及び建築事務所協会と委託契約を
交わし，耐震診断希望者へ耐震診断士を派遣
している。耐震診断希望者の経費の負担は１
割である。

届出件数61件。標識を閲覧した近隣住民が建
築主等に連絡をとることにより，相互理解が図
られ紛争が防止されている。

市内にある宅地及び
工事中の建物を含む
全ての建築物

【進捗状況】 届出件数66件。現地にて境界確認に立会い，
後退線を確定することにより，建築確認申請時
の道路後退線を明確化している。結果として道
路中心から2ｍ以内にある障害物の撤去により
幅員4ｍの道路となることに繋がっている。

【事業費】

【実施内容】 近隣住民の質問や相談に対応して，建築主等
の指導を行う。
紛争の複雑化に対応できるよう，学識経験者
等で構成する「建築紛争調整委員会」を開催し
体制を整えている。

支給された後退杭
が現地に設置さ
れ，後退線が明示
される

⑧住環境形成建築指導事業

⑦みなし道路調査事務事業

【事業概要】 「建築基準法」に基づき「盛岡市建築行為に係
る狭あい道路の後退用地の確認等に関する要
綱」により，狭あい道路の申請受付・境界確認・
後退杭の支給を行う。

狭あい道路の申請
受付・境界確認・
後退杭の支給を行
う

6,435千円

【事業担当課】 建築指導課

【進捗状況】 ｢盛岡市要緊急安全確認大規模建築物耐震対
策促進事業補助金交付要領」を策定したほ
か，30年度に行なわれる市内３施設の耐震補
強設計に対する補助金を，国費・県費・市費共
に予算額の通り確保した。

【事業費】 1,417千円

【事業担当課】 建築指導課

【実施内容】 募集戸数が応募戸数を上回った場合は，抽選
を行い公平を期す。耐震改修工事費の1/2（上
限有り）を補助する。耐震改修工事の途中で中
間検査を行う。

【進捗状況】 計画補助件数3戸に対し補助件数1戸。木造住
宅の耐震改修を行うことにより，居住者の安全
が向上している。

道路中心から２ｍ
以内にある障害物
が撤去される

幅員４ｍの道路
が確保される【実施内容】

耐震改修希望者
が，所有する木造
住宅の耐震改修を
実施する

木造住宅の耐震
化が促進される

狭あい道路の申請受付の後，現地にて境界確
認に立会い，後退線の後退杭の支給を行う。

【進捗状況】

「盛岡市要緊急安
全確認大規模建
築物耐震対策促
進事業補助金交
付要領」に基づき，
耐震性能が不足
する大規模建築物
の所有者に対し
て，耐震補強設
計・耐震改修工事
の費用を助成する

耐震診断結果に基
づき，耐震診断希
望者に対する耐震
改修等の必要性
の啓発が図られる

耐震診断結果に基
づき，耐震診断希
望者が耐震性があ
ることが確認でき
る

（単位　％　）

H29 H31 H36

97.9 95.0 95.0

【意図】
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事業名
小施策

事業概要等
活動 結果 目指す成果 ・・・・・ ・・・・・ 

「人にやさしいまちづ
くり条例」に係る届出
に対して整備基準に
適合させるよう指導
書によって協議し，
基準に適合するもの
については適合証を
交付する

「人にやさしいまちづ
くり条例」の整備基
準に定められた建
築物並びに歩道・公
園等が整備される

ユニバーサルデザイ
ンの理念に基づいた
生活環境の整備が図
られる

「バリアフリー新法」
による認定申請者に
対し，基準に適合す
るものに認定通知書
を交付する

「バリアフリー新法」
の整備基準に定め
られた建築物並びに
歩道・公園等が整備
される

建築指導課

【実施内容】 「人にやさしいまちづくり条例」に基づく，特定
公共的施設の整備主からの届出に対し，公共
的施設整備基準に適合させるよう指導・助言を
行う。また，「バリアフリー新法」による認定申請
者に対し，認定書の交付を行う。

⑱ひとにやさしいまちづくり条例関連事業

市民の地番による
住所の混乱が解
消される

住居表示実施区
域の状況を把握す
るために実態調査
を実施し住居表示
台帳を整備する

新たに住居番号を
付番するための台
帳が整備される

区域内における住
居番号を管理するこ
とで，適正な住居番
号の付番が可能と
なる

建物の住居番号
が合理的に整然と
配列される

住居番号が分かり
やすく配列される

適正な住居番号を
設定する

ひとまち条例届出件数は52件あり，基準適合さ
せるような指導・助言を行った。バリアフリー新
法認定申請は無かった。

【進捗状況】 平成29年度は，747件住居番号の設定(変更，
廃止を含む。)を行った。
また，実態調査の実施及び住居表示台帳の更
新については，業務委託（契約金額1,058,400
円）を行い，実施した。

⑰住居表示整備事業

【事業概要】 住居表示に関する法律に基づき，市街地を構成
する地域を対象として，順次町名，街区符号及び
住居番号を合理的に表示することにより，地番によ
る住所の混乱を解消し，地域住民をはじめとする
市民の生活における利便性の向上を図ることを目
的としている。

住居表示を実施し
ていない市街地
（市街化区域）にお
いて，住居表示整
備を実施する

【事業費】

【進捗状況】 平成29年度は住居表示整備を実施していな
い。

住居表示実施率（平成29年度末）
　住居表示実施区域面積/市街化区域面積

　＝42.00km2/52.30km2≒80.31％

「人にやさしいまちづくり条例」・「バリアフリー新
法」に基づき，移動等の円滑化が特に必要なも
のとして規則で定める建築物の新築等を行う
者，及び歩道・公園などの整備をしようとする者
に対して，整備基準に適合させるよう指導・助
言を行う。

【事業費】 2,080千円

住居番号が合理的
かつ整然と配列され
た街並みが形成さ
れる

【事業概要】 住居表示実施区域について，住居表示番号の
新設，変更及び廃止等に関する事務事業。

建物等新築届，住
居番号申出書を受
け付ける

【実施内容】 市街地を構成する地域の町又は字の区域の
明確化を図り、並びに町名、街区符号及び住
居番号を合理的かつ整然と配列し、住居(住
所)を表示する。

高齢者，障害者等に
とって生活しやすい環
境が形成される

分かりやすい住
所等に整備され
る

【事業担当課】

０千円

【事業担当課】 管財課

【進捗状況】

⑯住居表示維持管理事業

平成29年度は，4件の仮使用認定申請があり，
計画が安全上，防火上，避難上支障が無いか
確認し，認定通知書を交付した。

高齢者，障害者等が
積極的に社会活動に
参加できるようになる

【事業概要】

【事業費】 3,355千円

【事業担当課】 管財課

【実施内容】 ・住居表示を必要とする新築建物等の住居番
号を設定(変更，廃止を含む。)，関係者への住
居番号表示板等の交付。
・住居表示実施区域の状況を把握するための
実態調査の実施及び住居表示台帳の更新。

建築物の仮使用に
より，近隣住民，建
物利用者及び工
事業者が安全に利
用又は作業するこ
とが出来る

建築物の仮使用に
より，建築主や利
用者の利益につな
がる

A

建築確認申請に係る
完了検査率

【対象】
市内にある宅地及び
工事中の建物を含む
全ての建築物

H29 H31【進捗状況】

【実施内容】 建築主に対し,工事中の建築物が,消防の同意
を受け,安全上,防火上及び避難上支障が無い
ものとと判断された場合,仮使用を認定する。

【事業担当課】

【意図】
関係法令に適合させ
る。

大規模盛土造成
地を抽出し，滑動
崩落のおそれがあ
るかどうかを調査
する

災害が起こる可能
性のある盛土造成
地の位置と規模が
把握される

災害が起こる危険
性のある宅地のパ
トロールを行い，
宅地造成等事業
者に改善指導を行
う

宅地造成等事業
者が，危険性のあ
る宅地の是正を実
施する

【事業概要】 宅地造成に伴い，がけ崩れ又は土砂の流出を
生ずる恐れが著しい市街地又は市街地になろ
うとする土地の区域内における宅地造成に関
する工事等について，災害の防止を目的として
許可事務を行う。

建築指導課

10,738千円

【進捗状況】 ・相談件数　143件
・許可件数　4件
・盛岡市大規模盛土造成地変動予測調査（第
二次スクリーニング計画作成）業務委託を実施
した。

事前に安全上，防火
上及び避難上支障が
無いように検討されて
いることにより，近隣
住民や建物利用者及
び工事業者の事故等
が防止される

宅地造成事業者
が，適正に工事を
実施する

宅地災害が防止さ
れる

開発事業者が，適
正に開発行為を行
う

開発行為の相談
及び指導を行う

開発事業者が，手
続きの内容及び基
準について理解す
る

宅地造成に関する
工事許可事務及
び完了検査を行う

良好な宅地が供給
される

開発行為に関する
許可及び完了検
査を行う

【成果指標・実績値・目標値】建築主又は代理
者より事前相談を
受けた上で，申請
の受付，仮使用の
認定を行う

建築主が，工事中
の建築物を仮使用
する

【事業担当課】 都市計画課

⑬開発許可事務事業（市街化区域）

【事業費】

【実施内容】 ・宅地造成に関する工事の審査，許可，完了
検査を行う。
・災害が起こる危険性のある宅地のパトロール
及び改善指導を行う。
・大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画
作成を行う。

【事業費】 496千円

建築基準法第7条の6の規定に基づき,工事中
の建築物の仮使用を認定する。

⑮仮使用認定事務事業

【事業概要】

【進捗状況】 ・開発相談件数　549件
・開発許可件数　19件
・開発許可面積　7.0ha

⑭宅地造成工事許可事務事業

【事業概要】 市街化区域における開発行為の相談，指導，
許可及び完了検査事務を行う。

【事業費】 7,927千円

【事業担当課】 都市計画課

【実施内容】 ・開発行為の相談及び指導をする。
・開発行為に関する工事等の審査，許可，完
了検査を行う。

（単位　　）

H29 H31 H36

H31 H36

C

（単位　　）

H29

95.0

B

H36
（単位　％　）

97.9 95.0
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【事業費】

【進捗状況】

【事業担当課】

【実施内容】

【事業費】

【事業担当課】

【実施内容】

【進捗状況】

【事業概要】

H29 H31 H36

C

（単位　　）

H29 H31 H36

【事業概要】

【進捗状況】

【事業費】

【事業担当課】

【実施内容】

【事業概要】

（単位　％　）

H29 H31 H36

関係法令に適合させ
る。

【成果指標・実績値・目標値】

A

建築確認申請に係る
完了検査率

【進捗状況】 平成29年度は212件の申請がありました。基準
に適合する212件の認定を行った。

【事業費】 1,484千円

長期にわたり良好な
状態で使用できる住
宅が増加する

【実施内容】 特定建築物の届出に対し審査を行い，著しく
不十分である場合は指示等を行なう。

【進捗状況】 平成29年度は109件の届出があった。審査の
結果，著しく不十分な届出は無かった。

届出等がされた特
定建築物等に対
し，エネルギー消
費性能の計画が
基準に適合するか
審査し，著しく不十
分な届出に対し建
築主に指示等を行
なう

【事業費】 12,033千円

認定申請された長
期優良住宅建築
等計画について審
査し，基準に適合
するものについて
は「認定通知書」を
交付する

長期にわたり良好
な状態で使用する
ための措置が，住
宅の構造及び設
備について講じら
れる

⑳長期優良住宅認定事務事業

【事業概要】 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
に定められた基準に則り，住宅の構造及び設
備を長期使用構造とし，自ら維持保全を行うも
のとして申請された建物を「長期優良住宅」とし
て認定する。

【事業概要】 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律に基づき，特定建築物に係る届出に関す
る事業（法定事務）

エネルギー消費が
抑制された市街地
が形成される

市民の豊かな暮らし
が実現される

住生活の向上が図
られる

環境への負荷の低
減が図られる

⑲省エネ計画審査事務事業

建築主が，省エネ
ルギー基準に著し
く不十分とならない
設計図書に改善す
る

省エネルギー基準
に著しく不十分とな
らない建築物が建
設される

建築物のエネル
ギー消費性能が向
上する

【事業担当課】 建築指導課

【実施内容】

【事業担当課】 建築指導課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５
条の規定に基づき認定申請された建物につい
て審査し，基準に適合する場合「長期優良住
宅」として認定する。

（単位　　）

【対象】

【意図】

市内にある宅地及び
工事中の建物を含む
全ての建築物

97.9 95.0 95.0

B
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